
「薬局の調剤業務一部委託（一包化）」を可能とする国家戦略特区の認定
～大阪市において、調剤業務の一部である 「一包化」 を他の薬局に委託することができるようになりました～

服薬後のフォロー、医師へのフィードバック

在宅医療や地域包括ケアの取組が充実

服薬指導等

対人業務の充実

処方内容の分析

調剤設計

鑑 査

患 者

薬剤の一包化

（受託薬局）

（委託薬局）

一包化された
薬剤の確認

調剤業務の効率化

外部委託の流れ

特区

１回分ずつ包装

（一包化イメージ）

事業受付開始： 令和６年７月１日（月曜日）から

(相談受付は、令和６年６月１２日（水曜日）から )


